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新元号に飛び立つ

推 進 運 動
消費税期限内納付

法人会

　税務署様、ならびに本部の皆様、女

性部会員の皆様方にはご理解と熱心な

ご指導をいただき深く感謝を申し上げ

ます。また、本年は新元号にかわり新

しいスタートとなり、ひとつのけじめ

の年になりそうです。私はお陰さまで

多くの方々とのご縁をいただきまし

た。その「ご縁」と共に、もう 40 年

以上税に携わることができ、夢のよう

な日々でした。

　「夢はかなう」の言葉がありますが、

私には大変なごほうびをいただきまし

た。平成 14 年に西新井税務署長様よ

り表彰状を、さらに 23 年には国税局

長様より表彰状をお受けし、29 年に

は国税庁長官様より表彰状をお受けし

ました。この上ない幸せに浸りまし

た。永い間、税に携わってこられたこ

との喜びをかみしめております。

　女性部会としても、記念すべき 40

周年を迎えることができました。振り

返りますれば、歴代の部会長様方より

受け継がれてまいりました社会貢献活

動・A–Festa 足立区民まつり・租税

教育の一環としての税に関する絵はが

きコンクール・講演会・西新井納税六

団体イベントなどの各活動を思い起こ

しまして一心一徳の成果をいただきま

した。

私の思い
　雪のように ─ 煌く白い心で

　海のように ─ �洋々とした広い心

を持ち

　川のように ─ �静かに流し流され

る心で

　花のように ─ 艶めく心忘れず

　山のように ─ 雄大な心で

　ありたいと願っております。

　これからも「一期一会」を大切に感

謝の気持ちを忘れず、いつまでもキラ

キラと輝く人生でありたい。また、由

緒あるお大師様の門前で、清水屋の女

将として「のれん」を大事に、また、

法人会副会長として、責任感を忘れ

ず、いつも笑顔で存在する人でいられ

ますよう心がけています。

　法人会に入り、かけがえのない時

間・時代を過ごすことができました。

いつも支えていただきました法人会事

務局様、家族と社員、他皆様と、これ

からもいつも笑顔を忘れずにおつき合

いをさせていただきたいと願っており

ます。感謝・感謝です。
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新年賀詞交歓会平成31年

西新井納税六団体主催

　西日本と北海道地区は暴風雪に見舞われ、東日本は
寒風と乾燥が続き、インフルエンザ感染者が増員との
近況の中、本年も活気漲る西新井納税六団体主催によ
る新年賀詞交歓会が開催されました。
　式次第に則り、新年らしく厳かに進行して参りました。

開会のことば

	 　間税会 会長 隈元千代子氏
六団体代表年頭挨拶

	 　東京税理士会西新井支部 支部長 山㟢浩之氏
ご来賓挨拶　

　　　　　西新井税務署 署長 中村 直樹様
　　　　　足立都税事務所 所長 清水 健吾様
　　　　　足立区 区民部長 鈴木 伝一様
　　　　　（足立区 区長 近藤 やよい様 代理）
ご来賓並びに団体長紹介

　乾杯　　（一社）西新井法人会 会長 鈴島 健氏
　中締め　西新井納税貯蓄組合連合会 会長 土屋 勝氏

　祝賀会になりますと矢が放たれた様に、各テーブル
の会話は会場一杯に広がり、楽しげで活気に満ちてお
りました。
　個々に歩み寄り、改めて年始の挨拶を交わし合う
方々、また、会場内の会話も早や過ぎ去った正月の思
い出や、これからの抱負や今年の景気動向など予測す
る中にも「猪突猛進」だけではいかぬ警戒論も聞こえ
てきました。
　結びに向け、会員皆様方のご事業のご発展とご健勝
を、合わせて地域社会のご繁栄をご祈念申し上げまし
て、年頭一番の本部活動報告とさせていただきます。
　� 　（広報委員会　委員長　小川 節子）

日時：平成31年1月30日（水）
会場：西 新 井 法 人 会 館 
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　昨年度までは、新年カレンダーも併せて寄贈させて
いただいておりましたが、協議会様と打ち合わせを致
しまして、今年度からは未使用タオルのみの寄贈とさ
せていただきました。
　この活動は社会貢献委員会発足以来、欠かさず続け
て参りましたので、協議会常務理事の大高様から心か
らの感謝の言葉をいただきまして、社会の一員として少
しでもお役に立てていることを実感し安堵致しました。
　また大高様は、足立区の産業にも精通されている方
で、法人会からの寄贈訪問ということで、最近の景気
の動向や経済状況など大変興味深いお話も聞かせてい
ただきました。
　今後も未使用タオルの寄贈を中心にして、委員会に
おいて社会に貢献できる活動について協議を重ねて参
りたいと思います。
　今後とも会員の皆様のご協力と温かいご心支援を賜
りまして活動して参りたいと思いますので何卒宜しく
お願い申し上げます。
� （社会貢献委員会　委員長　松崎 顕治）

　西新井法人会社会貢献委員会と致しまして、昨年
12 月 14 日に社会貢献委員会担当の木村副会長と共に
社会福祉法人足立区社会福祉協議会（以下、協議会）
を訪問させていただきまして、西新井法人会各支部、
会員様からお預かりした未使用タオルを左記の通り寄
贈して参りました。

左から当会の木村副会長（社会貢献担当）、足立区社会福祉協議会大高常務理事、当会の松崎社会貢献委員長

日時：平成30年12月14日（金）
会場：足立区社会福祉協議会 

社 会 貢 献 委 員 会

足立区社会福祉協議会への
未使用タオル寄贈
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ブロック・支部・部会 /研修会

会員増強活動報告 日時：平成30年12月10日（月）
会場：瀧野川信用金庫会議室

加賀･鹿浜支部

　平成 30 年 12 月 10 日、瀧野川信用金庫会議室にて、
加賀・鹿浜支部役員会を開催いたしました。冒頭、会
員増強の進捗が報告され、加賀・鹿浜支部では、今期
予定増強数をクリアできる数字に近いことが述べられ
ました。
　続いて、ブロックの日帰り研修会の報告がありまし
た。今回の日帰り研修会では、加賀鹿浜支部佐久間副
支部長の会社である、㈱新日本観光自動車を利用させ
ていただいたこともあり、佐久間副支部長より今回の
研修旅行についての感想とご報告をいただきました。

協力会社様の差し入れや協賛のお陰もあり、大変満足
のいく旅行だったということでした。
　小林支部長からは、3 月 10 日〜11 日に開催される
法人会一泊研修旅行のアナウンスがあり、今回の宿泊
予定ホテルがとても立派なホテルだということで参加
を募りました。
　忘年会を兼ねた懇親会は、加賀・鹿浜支部の会員の
お店である、居酒屋たまちゃんで行い、鍋料理で参加
者の親睦を深めました。
� （加賀 ･ 鹿浜支部　諸喜田 健）

　平成 31 年 1 月 23 日午後 6 時より四川菜苑にて開催
され、出席者は 62 名であった。開催にあたり研修会
では当番支部（伊興第一）大塚総務委員長の司会で始
まった。
　開会の辞は当番である支部長として私より、今年は
役員改選、5 月 1 日より新元号となり、そして 10 月
より消費税 10 パーセント軽減税率制度がスタート致
します。とにかく色々と正念場の年となりそうです
が、このような状況こそポジティブに捉え楽しい会に
していきましょう、と挨拶させていただきました。
　続いて法人会の鈴島会長よりご挨拶いただき、ご来
賓として西新井税務署本多法人課税第一統括官のご挨

拶。研修会では講師として谷村法人審理上席より軽減
税率制度についてのご講演。元井ブロック長代行より
閉会の辞にて終了。
　賀詞交歓会では西伊興川端支部長の挨拶で始まり、
乾杯の音頭は元井ブロック長代行。
　お楽しみ懇親会では恒例の商品券付きじゃんけん大
会やカラオケ大会で和気あいあいの中、午後 8 時 30
分頃、古千谷伊興鈴木支部長の中締めですべて終了と
なりました。
� （伊興第一支部　支部長　熊倉 勇）

4支部合同研修会 日時：平成31年１月23日（水）
会場：四 川 菜 苑

第２ブロック
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　平成 31 年 1 月 24 日午後 7 時より、谷在家・皿沼支
部役員会を新年顔合せ会と兼ね、谷在家地区の中華料
理店「蜀香苑」にて開催しました。
　参加者は、役員 15 名の他、メットライフ生命保険
㈱の山本孝三様、大同生命保険㈱の和久純子様の出席
をいただき、本部より青木副会長にもご参加いただき
ました。
　松岡支部長の新年の挨拶の後、井上治男第 4 組織委
員長の気合の入った乾杯、青木副会長の挨拶と続き、
浅香守弘総務委員の司会のもと、会員同士の親睦を深
め、意見交換も活発に行われました。
　また、今年は 4 月末で平成が終了し、5 月より新し
い元号になります。大変楽しみな年になりますので、

全員に今年の抱負を述べていただきました。
　皆様、会社が堅調に推移して、体は元気で趣味を楽
しみ、できれば人生も楽しみたいとおっしゃっていま
した。
　最後に「会員増強運動をしっかり遂行して、会員同
士の親睦を深め、西新井法人会が益々発展するように
ご祈念申し上げます」と上田総務委員が締めて、お開
きになりました。皆さん、笑顔で会場を後にしました。
� （谷在家・皿沼支部　広報委員　横田 修）

役員新年顔合せ会 日時：平 成 31年 1月24日（ 木 ）
会場：蜀 香 苑 会 議 室

谷在家・皿沼支部

ブロック・支部・部会 /研修会

役員税務研修会 日時：平成31年1月25日（ 金 ）
会場：西 新 井 法 人 会 館

江北支部・扇支部

講演中の谷村法人審理上席官

　江北支部・扇支部にて、1 月 25 日午後 5 時 00 分よ
り西新井法人会館にて合同税務研修会を開催いたしま
した。
　はじめに、西新井税務署 住吉浩人副署長、本多文
美子法人課税第一統括官よりご挨拶をいただきまし
て、研修会に入りました。
　研修会は、講師を谷村潤也法人課税審理上席官にお
務めいただきました。概要は以下のとおりです。
・消費税の軽減税率制度は平成 31 年 10 月 1 日から実
施されます。
・軽減税率の対象品目は、* 酒類・外食を除く飲料

品・週 2 回以上発行される新聞（定期購読契約に基づ
くもの）
・帳簿や請求書の記載方法はどう変わるの？⇒税率を
区分して記載することなどが加わります。また、軽減
税率の対象品目である旨を帳簿へ記載、請求書への記
載事項になります。帳簿と請求書の記載例などと合わ
せてご説明いただきました。
　ご参加いただいた江北支部・扇支部の役員の皆様
は、平成 31 年 10 月に実施される消費税・軽減税率制
度について熱心に受講されていました。まことにあり
がとうございました。�（扇支部　広報委員　榊 榮二）
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　岡第８ブロック長の司会で、会員 200 名を超える大
規模な懇親会が開催されました。浅井第６ブロック長
の挨拶に続き、壇上に陳列された協賛各社からの寄贈
品を目前に、加藤第２ブロック長の乾杯でスタートし
ました。しばし歓談しながら、このあと開催される

「抽選会」と「ビンゴゲーム」に皆胸を躍らせました。
　今年は、昨年に比べてブロック長賞である「自転
車」の台数も増えました。
　抽選会では、まず塚田第３ブロック長が壇上に上
り、抽選番号の発表が行われました。皆、自分の抽選
番号札を見ながら、いつ呼ばれるかとブロック長の発
表に耳を澄ませました。
　特別賞「自転車」第１号の抽選に際し、西新井税務
署・鍋内署長に引いていただき、見事、信川安子さん

が獲得しました。また、会長賞「腕時計」５本には、
朝日信金・百瀬秀明さんのほか４名の方が幸運の女神
に微笑まれました。抽選会の後、興奮冷めやらぬ内に
ビンゴゲームが行われました。

　賞品寄贈会社（順不同）
　◆㈱野口製作所
　◆㈱丸鈴　　　　　　◆㈱ドンレミー
　◆㈲関原ショッピングプラザ
　◆㈲渡辺建設　　　　◆㈱大江戸
　◆㈱イガラシ
　◆大同生命保険㈱ 上野支社
　◆ AIU 保険会社
　◆ アメリカンファミリー生命保険 東京総合支社

自転車獲得者

▲信川安子さん ▲永田一雄氏 ▲刈谷夏子さん ▲瀬戸善雄氏 ▲吉田武氏

▲穴澤信子さん▲齋藤日出子さん ▲田中トシ子さん

ブロック合同研修会

第２部 懇親会　法人会館ブロック合同研修会 平成 22年
３月５日金

　2 月 4 日午後 6 時 30 分より梅島深水にて新年会を
行いました。
　梅島支部は定例役員会やその他の会合でも出席率
80％〜90％の出席が誇りです。
　本日も渡辺第 7 ブロック長、メットライフ生命保険

（株）の山本様をはじめ総勢 16 名が集まりました。
　始めに牛込ブロック長の会員増強の結果報告、続い
て各一〜三丁目から今後の対応策の発表があり、渡辺
ブロック長からは役員改選等の話がありました。

　第 41 回一泊研修会・親睦会が平成 31 年 3 月 10 日
（日）～11 日（月）とすぐそこに迫って来ております。
　「人のぬくもり」、「里のぬくもり」がある母畑温泉
とキャッチフレーズに唱えておりますラジウム含有量
東北一を誇り、打ち身の湯治には母畑へと言うことで
リピーターの人気を得ております。
　開湯は 900 年前の平安時代末期に遡る。

　そして各委員会からの報告があり、特に厚生委員か
らは一泊研修への参加の呼びかけ、また、社会貢献委
員会からは恋活募集のお願いがありました。
　いよいよ新年会です。山崎財務委員の乾杯で和やか
にスタート。深水自慢のふぐ鍋料理に舌鼓を打ちなが
ら、「一泊研修の風呂がいいよ〜」とか「あの会社、
もっと押せば何とかなりそう〜」とか、地域内の状況
話で大いに盛り上がり有意義な時間を過ごしました。�
� （梅島支部　櫻井 要一郎）

　源義家が奥州征伐の際、傷ついた愛馬をこの地の温
泉で癒したのが始まりとあります。
　今回ご参加予定の皆様は良い機会ですので「ゆっく
り」と「たっぷり」と温泉にお入りいただきたいと思
います。少々の打ち身の完治を祈念致します。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

平成最後の新年会 日時：平 成 31 年２月４日（月）
会場：深 水 会 議 室

梅島支部

ブロック・支部・部会 /研修会

お知らせでーす

ぬくもりで親睦を



NISHIARAI HOJINKAI Vol.2538

女性部会  新年賀詞交歓会

　1 月 25 日（金）「新年賀詞交歓会」が門前「清水
屋」にて開催されました。
　まずは参加者全員の記念撮影。一同にこやかにハ
イ、ポーズ。撮影後、清水女性部会長様から年頭のご
挨拶をいただき会が始まりました。最初に 2 名の新入
会員が紹介されました。仲間が増え心強い思いでプロ
フィールをうかがっておりました。会の準備や進行に
尽力いただいた担当役員の方々の紹介の後、関口相談
役様より乾杯のご発声をいただき、第 2 部懇親会とな
りました。
　お料理に舌鼓を打ちながら堀口さんの素敵なフラダ
ンスや大石さんの「愛燦燦」の美声に酔わせていただ
きました。次に本部小倉副会長様（扇 太郎）が作詞、

作曲された「夕焼けだんだん」を一同で歌唱し、艶の
ある下町情緒にひたりました。女性部会フラチームに
よる息の合った踊りを楽しむうちに抽選会が始まり、
担当役員さんが心を込めて揃えてくださった景品を頂
戴しました。次のカラオケではそれぞれの得意のノド
を披露し和気あいあいのなか、全員参加で「ダンシン
グヒーロー」、「バハマ・ママ」を踊り大盛り上がり、
楽しい余韻漂う中、最後に大塚副部会長様のご挨拶に
て会はお開きとなりました。
　女性のエネルギーとパワーを感じるひと時でした。
皆様からいただいた力を糧に 2019 年を頑張って過ご
して参りたいと思います。本年も宜しくお願い申し上
げます。� 　（女性部会　幹事　江井 すわ子）

日時：平成31年1 月25日（金）
会場：清 水 屋 

挨拶する清水女性部会長 左から新人会員の遠藤様、小林様

今年も笑顔で参りましょう
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　すっかり定着した感じの「千本桜まつり」舎人公園
での 2 日間です。
　まだまだ先の開花状況に「あなた任せ、桜任せ、お
天気任せ」と何とも頼りないところではありますが、
寒さを耐えた桜は春の息吹を感じるや「アッ」と言う
間に蕾を膨らませます。
　昨年の 2 回目は西新井法人会発行の金券と 3 町会

（舎人・入谷・古千谷）とのコラボレーションで大勢の
参加者に恵まれました。特にご家族様と共にクイズに
チャレンジするお子様の姿も多く楽しい 2 日間でした。
　今年もテントを張り、出展します。お手伝いをいた
だく方も、そうでない方もテントの下に集いましょう。
　桜の風に吹かれ「法人会会員増強」の種の芽吹きを
祈って！� （広報委員会　委員長　小川 節子）

日時：平成31年4月6日（土）〜7日（日）

くわしい内容等は、ご案内（封書）を
発送いたしますのでご参照下さい。

生活習慣病健診
1日人間ドック型式法人会の法人会の

 渉外部
東京支部   〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-18
TEL（03）5767-1714（直通）

一般財団法人 全日本労働福祉協会

お知らせでーす

写真は昨年出展時の賑わいより

足立区主催 「千本桜まつり」



　　　　　振替納税を利用されている方へ

をご確認ください。

ください。

　　　　　振替納税を利用されていない方へ

添えて、納期限までに金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。納付書をお持ちでない

西新井税務署からのお知らせ

　　※  納期限までに納付できない場合には、お早めに所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。

　ご利用の場合）は、平成31年（2019年）5月31日（金）です。

　　納税者の皆様には、所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出していただくととも
　に、納付すべき税額がある場合は、上記の納期限までに金融機関又は所轄の税務署で自
　ら納付していただく必要があります。

　　申告書の提出後に、別途、税務署から納付署の送付や納税通知書等のお知らせはありま
　せんので、ご注意ください。

　申告所得税及び復興特別所得税の延納をご利用の場合の延納分の納期限及び振替日（振替納税を

申告所得税及び
復興特別所得税

消費税及び地方消費税

（個人事業者）

納付の期限等のお知らせ
平成30年分確定申告

　振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、事前に預貯金口座の残高

　残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますのでご注意

　転居等により所轄の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続が必要になります。

　納税には、便利で安全な振替納税をお勧めします。振替納税を利用されない方は、現金に納付書を

場合は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書をご利用ください。

　（注）納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかりますのでご注意ください。

　※  金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。

　また、自宅からインターネットを利用して電子納税をすることもできます。
　なお、インターネットを利用して専用のWeb画面からクレジットカードにより納付することもでき
ます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

平成３１年

3/15金
平成３１年

4/1 月
平成３１年

4/22月
平成３１年

4/24水

納付の期限
（納期限）

振替日
（振替納税をご利用の場合）
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平成 3１（2019）年度国税専門官募集 
 

国税専門官は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・

経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保

するための事務を行います。 

 

◆ 受験資格 ◆                             

１ 平成元年４月２日～平成 10 年４月１日生まれの者 

２ 平成 10 年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの  

⑴  大学を卒業した者及び平成 32 年３月までに大学を卒業する見込みの者  

⑵  人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者  

 

◆ 申込手続 ◆                             

１ 申込方法 

インターネット申込み 

人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用ください。  

[ http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html ] 

２  受付期間 

平成 31 年３月 29 日(金) ９時 ～ 平成 31 年４月 10 日(水)[受信有効] 

３ 受験案内交付期間 

平成 3１年２月１日(金) ～ 平成 3１年４月 1０日(水) 

９時 ～ 17 時（土・日曜日及び祝日を除く。） 

４ 受験案内交付場所 

東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）  

（注） 人事院ホームページからもダウンロードすることができます。  

[ http://www.jinji .go.jp/saiyo/saiyo.htm ]  

 

◆ 試 験 日 ◆                             

第１次試験 平成 3１年６月９日(日) 

第２次試験 平成 3１年７月 11 日(木) ～ 平成 3１年７月 19 日(金)のうち指定さ

れた日時 

 

(注)詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係（電話 03-3542-2111 

内線 2163）までお尋ねください。 

 

※平成 31 年５月１日以降の元号については、便宜上、「平成」と表記しています。 

西新井税務署からのお知らせ 
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公益財団法人 全国法人会総連合　　一般社団法人 東京法人会連合会
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　上記賀詞交歓会、当会よりは鈴島会長、土屋、青木、
清水そして鈴木の 4 副会長計 5 名が出席した。
　第 1 部記念講演、講師は元全日本バレーボール選手
で、現在は何故か日本バスケットボール協会会長の三
屋裕子氏。演題は「人を活かすリーダーシップのヒン
ト」先生はかつて、女性下着の訪問販売会社「シャル
レ」の社長をなさっていたことも有り、（今回の講演で
はそのことについて一言もお触れにならなかったが）
アスリート兼経営者として学者や評論家の先生とは一
味違った話が、と思ったが期待に違わぬものであった。
　以下脈絡は無いが、印象の残った言葉の幾つかの紹
介でお赦しをいただきたい。
※�　私は子供の頃から人並みはずれて背が高く、それ

が劣等感となり、いつも背を丸めて歩いていた。中
学校で先生から「望んでも低くはなれないのだから
背の高さを生かせることをやれ」と言われた。その
先生が偶々バレーボール部の顧問だった。バレーボ
ールをやったことで「背が高いことはいいことだ」
と評価が 180 度変わった。

※�　どうにもならないことに対しては、好き嫌いでは
なく、向き不向きで考えることも必要。

※　身長 178cm 世間では大きいが、世界では小さい。
※�　逃げても何も始まらない、目の前の壁を先ず乗り

越えることが必要。スモールウィンの積み重ねが自
信を生む。

※�　失敗をすれば次の課題が見つかる。成長するため
には失敗が必要。せっかく失敗をしたのだから、何
かつかまないと勿体無い。あの日あの時の失敗が有
って今の自分が有る。

※�　敢えて失敗を見守るのもリーダーシップ。何回も
何回も失敗を重ねてきたリーダーだから言えること
がある。

※�　ナイススパイクは独立してあるのではない。その
前にナイスレシーブ、そしてナイストスがある。

※�　自分の都合で練習を休めば、ライバルにチャンス
を与える。人を踏み台にして上っていくのもアスリ
ートの業。

※�　口下手をポジティブに言うと聞き上手。開き直っ
てこのような講演ができるようになった。

※�　人生に必要なのはレジリエンス（resilience）。それ
は折れない心、弾性の有る心、しなやか対応のでき
る心、自己をマネジメントできる心。一流のアスリ
ートは皆それを持っている。

　「一芸に秀でた者は一芸だけで終わらない」それを地
でゆくような講演であった。
　講演終了後、例年のように第 2 部受章祝典が、そし
て第 3 部懇親会が行われ、新年賀詞交歓会のお開きと
なった。
　外に出るとポカポカ陽気であった。一年前の今日の
この日、東京は大雪だった。� （副会長　鈴木 勝広）

日時：平成31年1月22日（火）
会場：帝 国 ホ テ ル 

平成31年 新年賀詞交歓会

講演中の三屋裕子さん

公益財団法人 全国法人会総連合　　一般社団法人 東京法人会連合会
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■研究開発費税制の見直し
　試験研究費の総額に係る税額控除につい
て、次のように税額控除率を見直し、一定のベ
ンチャー企業の控除税額の上限は当期の法
人税の25％から40％に引き上げられます。
＜増減試験研究費割合8%超＞
9.9%＋（増減試験研究費割合－8%）×0.3
＜増減試験研究費割合8%以下＞
9.9%－（8%－増減試験研究費割合）×0.175
　その他控除税額の上限の上乗せ、中小企
業技術基盤強化税制、特別試験研究費の額に
係る税額控除制度などについても、一部見直
しが行われます。

■中堅・中小企業向け特例
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

は、2年間延長されます。
・中小企業投資促進税制について、2年間延

長されます。
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を

取得した場合の特別償却又は税額控除制度
は、対象となる設備の見直しを行った上で、
2年間延長されます。

・特定中小企業者等が経営改善設備を取得し
た場合の特別償却又は税額控除制度は、認
定支援機関の確認を受けることを適用要件
に加えて、2年間延長します。

・地域経済けん引事業の促進区域内で特定
事業用機械等を取得した場合の特別償却又
は税額控除制度は、2年間延長します。

・青色申告書を提出する中小企業者で、事業
継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画に係る特定事業継続力強化設備等を
取得し事業に供した場合に、２０％の特別償
却が認められます。

・法人税関係の中小企業向けの措置法におけ
るみなし大企業の範囲について、見直しが
行われます。

■事業税率の見直し
　平成31年10月以降、事業税の税率を引き
下げ、特別法人事業税を創設します。資本金

1億円以下の普通法人年800万円超の所得
に対し、事業税7％・特別法人事業税は2.59%

（改正前は事業税9%）に変更されますが、全
体の税負担としては大きな影響はありません。

■住宅ローン減税の特例の創設
　現在10年間利用できる住宅ローン減税が、
平成31年10月～平成32年12月までに消費
税率10％で住宅を取得した場合、11～13年
目の3年間で住宅価格の２％相当の税額控除
を受けられる特例が創設されます。平成31
年10月以降、消費税率引上げ分を、税額控
除が受けられる仕組みとなっています。

■老人ホームに入っている場合でも空き家の
　3000万円控除が利用可能

　空き家に係る3000万円控除について、被
相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等
へ入所していた場合などに利用できることと
なります。

■転勤などで一時出国の場合にNISA口座の
　継続

　NISA口座を開設している居住者が、転勤
などで一時的に居住者に該当しないことに
なる場合でも、所定の手続きをすることで最
大5年間NISA口座について居住者に該当す
るとして利用することが可能となります。

■ふるさと納税の寄付先の指定化
　ふるさと納税について、募集が適正であるこ
と、返礼割合が3割以下で返礼品を地場産品に
しているなどのルールを守っている自治体を総
務大臣が指定して、指定を受けた自治体への
寄付金のみが、ふるさと納税の対象とされます。
平成31年6月以降の寄付から適用されます。

■シングルマザー等に対する個人住民税の非
　課税制度

　児童扶養手当の支給を受けている児童の
父又は母で、現に婚姻をしていない者または
配偶者の生死が不明の場合に、前年の合計

所得金額が135万円以下であれば、住民税
が非課税とされます。平成33年度以後の住
民税から適用されます。

■個人事業者に対する事業承継税制の創設
　経営承継円滑化法による認定を受けた相
続人が平成31年から平成40年までの間に、
相続等により特定事業用資産を取得し事業
を継続する場合は、特定事業用資産に対応
する相続税について１０割の納税猶予を受け
ることができます。
　経営承継円滑化法による認定を受けた受
贈者が、平成31年から平成40年までに、贈
与により特定事業用資産を取得し、事業を継
続していく場合には、贈与により取得した特
定事業用資産に対応する贈与税について納
税猶予を受けることができます。

■事業用小規模宅地を利用した租税回避の防止
　小規模宅地の特例について、特定事業用
宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事
業の用に供された宅地等が除外されます。平
成31年4月以後の相続から適用されます。た
だし、同日前から事業の用に供されている宅
地等については適用されません。これは、特
定事業用宅地が８割引きの評価を受けること
を利用した租税回避を防止するためです。そ
のため、当該宅地の上で事業に要されている
減価償却資産の価額が宅地の価額の15％以
上である場合は、規制の対象とされません。

■教育資金贈与に関する改正
　教育資金について、次の改正をして2年間
延長することとしました。
①平成31年4月以降の贈与については、受

贈者の贈与前年の合計所得金額が1000
万円を超える場合には、適用されません。

②受贈者が23歳に達した以降は、教育資金
の範囲から、教育に関する役務提供の対価、
スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る
指導の対価、これらの役務提供又は指導に
係る物品の購入費及び施設利用料が除外
されます。

③贈与者が、死亡の前3年以内に教育資金贈
与をした場合で、受贈者が23歳未満であ
る場合など一定の場合に該当しない場合
は、相続又は遺贈により取得したものとみ
なし、相続税の計算に組み込まれます。ま
た、従来は30歳で打ち切りでしたが、受贈
者が学校等に在学している場合などは40
歳まで教育資金管理契約が延長されます。

■結婚・子育て資金贈与に関する改正
　平成31年4月以降の贈与については、受
贈者の贈与前年の合計所得金額が1000万
円を超える場合には、適用がなくなります。

本制度は2年間延長されることになりました。

■事業承継税制の改正
　やむを得ない事情により資産保有型会社・
資産運用型会社に該当した場合に、その該当
した日から6月以内に解消できれば納税猶予
を継続できます。

■輸出物品販売場についての見直し
　輸出物品販売場の許可を受けている事業
者が、7月内の期間を定めた臨時販売場を設
置しようとする場合、前日までに届出をする
ことで、臨時販売場が輸出物品販売場とみな
されます。平成31年7月1日以後に行われる
課税資産の譲渡等から適用され、手続委託
型輸出物品販売場許可申請書に、委託先の
承認通知書の写しが不要となります。

■金地金等の密輸に対する改正
　密輸品と知りながら行った課税入れにつ
いて、仕入れ税額控除制度の適用が認めら
れなくなります。平成31年4月1日以後の課
税仕入れから適用されます。
　金又は白金の地金の課税仕入れについて、
本人確認書類の写しの保存を、仕入税額控
除の要件とします。平成31年10月1日以降
の課税仕入れから適用されます。

■消費税率引上げに合わせた自動車に関する
　税率の整備

・平成31年10月から平成32年9月まで取得
した自家用乗用車の環境性能割は、税率が
１％軽減されます。

・自家用自動車に係る種別割は、平成31年
10月以後に新車新規登録を受けたものに
ついて、引き下げられます。

■民法における成年年齢引き下げへの影響
　民法改正において、税法上の未成年を20
歳未満から18歳未満に引き下げます。民法
に合わせて平成34年4月1日以後の判定で
利用されます。相続税の未成年控除、未成年
のNISA口座、住民税の非課税などの取扱い
に影響します。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人

税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税・住民税関係

相続税・贈与税関係

消費税関係

その他

東京法人会連合会

　政府は、平成30年12月21日に平成31年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた、中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは2年
間延長され、消費税率の引上げに対しては、消費税率引上げ後の需要減に配慮し
た内容も含まれています。主な内容をお知らせします。

中小企業に対する軽減税率・
投資促進税制が2年間延長！

平成31年度 税制改正大綱
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■研究開発費税制の見直し
　試験研究費の総額に係る税額控除につい
て、次のように税額控除率を見直し、一定のベ
ンチャー企業の控除税額の上限は当期の法
人税の25％から40％に引き上げられます。
＜増減試験研究費割合8%超＞
9.9%＋（増減試験研究費割合－8%）×0.3
＜増減試験研究費割合8%以下＞
9.9%－（8%－増減試験研究費割合）×0.175
　その他控除税額の上限の上乗せ、中小企
業技術基盤強化税制、特別試験研究費の額に
係る税額控除制度などについても、一部見直
しが行われます。

■中堅・中小企業向け特例
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

は、2年間延長されます。
・中小企業投資促進税制について、2年間延

長されます。
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を

取得した場合の特別償却又は税額控除制度
は、対象となる設備の見直しを行った上で、
2年間延長されます。

・特定中小企業者等が経営改善設備を取得し
た場合の特別償却又は税額控除制度は、認
定支援機関の確認を受けることを適用要件
に加えて、2年間延長します。

・地域経済けん引事業の促進区域内で特定
事業用機械等を取得した場合の特別償却又
は税額控除制度は、2年間延長します。

・青色申告書を提出する中小企業者で、事業
継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画に係る特定事業継続力強化設備等を
取得し事業に供した場合に、２０％の特別償
却が認められます。

・法人税関係の中小企業向けの措置法におけ
るみなし大企業の範囲について、見直しが
行われます。

■事業税率の見直し
　平成31年10月以降、事業税の税率を引き
下げ、特別法人事業税を創設します。資本金

1億円以下の普通法人年800万円超の所得
に対し、事業税7％・特別法人事業税は2.59%

（改正前は事業税9%）に変更されますが、全
体の税負担としては大きな影響はありません。

■住宅ローン減税の特例の創設
　現在10年間利用できる住宅ローン減税が、
平成31年10月～平成32年12月までに消費
税率10％で住宅を取得した場合、11～13年
目の3年間で住宅価格の２％相当の税額控除
を受けられる特例が創設されます。平成31
年10月以降、消費税率引上げ分を、税額控
除が受けられる仕組みとなっています。

■老人ホームに入っている場合でも空き家の
　3000万円控除が利用可能

　空き家に係る3000万円控除について、被
相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等
へ入所していた場合などに利用できることと
なります。

■転勤などで一時出国の場合にNISA口座の
　継続

　NISA口座を開設している居住者が、転勤
などで一時的に居住者に該当しないことに
なる場合でも、所定の手続きをすることで最
大5年間NISA口座について居住者に該当す
るとして利用することが可能となります。

■ふるさと納税の寄付先の指定化
　ふるさと納税について、募集が適正であるこ
と、返礼割合が3割以下で返礼品を地場産品に
しているなどのルールを守っている自治体を総
務大臣が指定して、指定を受けた自治体への
寄付金のみが、ふるさと納税の対象とされます。
平成31年6月以降の寄付から適用されます。

■シングルマザー等に対する個人住民税の非
　課税制度

　児童扶養手当の支給を受けている児童の
父又は母で、現に婚姻をしていない者または
配偶者の生死が不明の場合に、前年の合計

所得金額が135万円以下であれば、住民税
が非課税とされます。平成33年度以後の住
民税から適用されます。

■個人事業者に対する事業承継税制の創設
　経営承継円滑化法による認定を受けた相
続人が平成31年から平成40年までの間に、
相続等により特定事業用資産を取得し事業
を継続する場合は、特定事業用資産に対応
する相続税について１０割の納税猶予を受け
ることができます。
　経営承継円滑化法による認定を受けた受
贈者が、平成31年から平成40年までに、贈
与により特定事業用資産を取得し、事業を継
続していく場合には、贈与により取得した特
定事業用資産に対応する贈与税について納
税猶予を受けることができます。

■事業用小規模宅地を利用した租税回避の防止
　小規模宅地の特例について、特定事業用
宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事
業の用に供された宅地等が除外されます。平
成31年4月以後の相続から適用されます。た
だし、同日前から事業の用に供されている宅
地等については適用されません。これは、特
定事業用宅地が８割引きの評価を受けること
を利用した租税回避を防止するためです。そ
のため、当該宅地の上で事業に要されている
減価償却資産の価額が宅地の価額の15％以
上である場合は、規制の対象とされません。

■教育資金贈与に関する改正
　教育資金について、次の改正をして2年間
延長することとしました。
①平成31年4月以降の贈与については、受

贈者の贈与前年の合計所得金額が1000
万円を超える場合には、適用されません。

②受贈者が23歳に達した以降は、教育資金
の範囲から、教育に関する役務提供の対価、
スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る
指導の対価、これらの役務提供又は指導に
係る物品の購入費及び施設利用料が除外
されます。

③贈与者が、死亡の前3年以内に教育資金贈
与をした場合で、受贈者が23歳未満であ
る場合など一定の場合に該当しない場合
は、相続又は遺贈により取得したものとみ
なし、相続税の計算に組み込まれます。ま
た、従来は30歳で打ち切りでしたが、受贈
者が学校等に在学している場合などは40
歳まで教育資金管理契約が延長されます。

■結婚・子育て資金贈与に関する改正
　平成31年4月以降の贈与については、受
贈者の贈与前年の合計所得金額が1000万
円を超える場合には、適用がなくなります。

本制度は2年間延長されることになりました。

■事業承継税制の改正
　やむを得ない事情により資産保有型会社・
資産運用型会社に該当した場合に、その該当
した日から6月以内に解消できれば納税猶予
を継続できます。

■輸出物品販売場についての見直し
　輸出物品販売場の許可を受けている事業
者が、7月内の期間を定めた臨時販売場を設
置しようとする場合、前日までに届出をする
ことで、臨時販売場が輸出物品販売場とみな
されます。平成31年7月1日以後に行われる
課税資産の譲渡等から適用され、手続委託
型輸出物品販売場許可申請書に、委託先の
承認通知書の写しが不要となります。

■金地金等の密輸に対する改正
　密輸品と知りながら行った課税入れにつ
いて、仕入れ税額控除制度の適用が認めら
れなくなります。平成31年4月1日以後の課
税仕入れから適用されます。
　金又は白金の地金の課税仕入れについて、
本人確認書類の写しの保存を、仕入税額控
除の要件とします。平成31年10月1日以降
の課税仕入れから適用されます。

■消費税率引上げに合わせた自動車に関する
　税率の整備

・平成31年10月から平成32年9月まで取得
した自家用乗用車の環境性能割は、税率が
１％軽減されます。

・自家用自動車に係る種別割は、平成31年
10月以後に新車新規登録を受けたものに
ついて、引き下げられます。

■民法における成年年齢引き下げへの影響
　民法改正において、税法上の未成年を20
歳未満から18歳未満に引き下げます。民法
に合わせて平成34年4月1日以後の判定で
利用されます。相続税の未成年控除、未成年
のNISA口座、住民税の非課税などの取扱い
に影響します。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人

税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税・住民税関係

相続税・贈与税関係

消費税関係

その他

東京法人会連合会

　政府は、平成30年12月21日に平成31年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた、中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは2年
間延長され、消費税率の引上げに対しては、消費税率引上げ後の需要減に配慮し
た内容も含まれています。主な内容をお知らせします。

中小企業に対する軽減税率・
投資促進税制が2年間延長！

平成31年度 税制改正大綱



福利利厚⽣生サービス特別価格のご案内 
 福利利厚⽣生代⾏行行サービス業界１位の『㈱リロクラブ』が運営する福利利厚⽣生代⾏行行サービス『福利利厚⽣生
倶楽部』（全国約10,000企業・団体様が採⽤用）と提携し、すでに多数の会員企業様からご採⽤用、
お問合せをいただいております。本サービスは会員特典で、従業員様に充実した福利利厚⽣生をご利利⽤用
いただけます。採⽤用⾯面での差別化、離離職率率率の低下、従業員様満⾜足度度の向上など、さまざまな課題解
決にお役⽴立立ていただければ幸いです。 

育児・介護・メンタルヘルス・スキルアップ 
会社として必要な⽣生活⽀支援サービスを幅広く提供！ 

制度度⽀支援 余暇・⽣生活⽀支援 

スポーツ＆フィットネス 
全国の有名スポーツクラブと提携！ 

リゾート＆トラベル 
全国25,000以上の宿泊施設が会員特別料料⾦金金で！ 

アミューズメント＆グルメ 
全国4,000のレジャー施設、30,000以上の飲⾷食店が会員特別料料⾦金金で！ 

法人会会員企業の皆さま限定企画 

ご検討内容 □入会を検討中 □内容を知りたい（連絡が欲しい） □資料が欲しい 

所属法人会 
フリガナ 

フリガナ 

ご担当者名 

 
住所 

電話番号 E-Mail         （       ）         @ 

〒 

都 道 
府 県 

フリガナ 

ご法人名 
（登記がある場合） 

部署名・役職名 
名 

「法人会」専用資料請求フォーム 資料のご請求お待ちしております。お気軽にどうぞ。      FAX：03-3225-9721 

従業員数 

フリガナ 

社員数 入会金 月会費 

100名未満 30,000円 1,000円 

100～999名 50,000円 900円 

1,000名以上 100,000円 800円 

＜通常料金＞ ＜法人会会員企業さま限定価格＞ (税別) (税別) 

社員数 入会金 月会費 

100名未満 15,000円 950円 

100～999名 25,000円 850円 

1,000名以上 50,000円 750円 

【注意事項】 
・ご加入にあたっては㈱リロクラブとの契約が必要になります。                          【個人情報について】 
１．個人情報の取り扱いについて ご記入いただきますお客様の個人情報は福利厚生アウトソーシングサービスをはじめとする各種サービスのご提供、 
  当サービスのご案内、関連資料の配布を目的に収集・利用させていただきます。また、お客様の個人情報をリロ・グループ各社における付随サービスの 
  ご提供、当サービスのご案内、関連資料の配布の為、業務上必要な範囲内で提供及び預託する場合があります。ご記入頂きました個人情報を基に、 
  よりよいサービスをご提供するため、個人を特定できない形式の統計データを作成する場合もあります。 
２．個人情報の開示・訂正・削除・停止等について お客様本人より、お客様の個人情報の開示・訂正・削除・停止等のお申し出が合った場合、 
  ご依頼された業務を遂行する上で支障をきたさない範囲で速やかに対応致します。 
３．個人情報に関する窓口 株式会社リロクラブ個人保護管理者 個人情報保護管理担当 執行役員 E-mail： privacyRC@relo.jp  
 

慶弔見舞給付金付き特別プラン 
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消費税の期限内

納付を忘れずに。

法人会
※1　基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。
※2　地方消費税を含まない年税額をいいます。
※3　法人は課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付を行う必要があります。
※4　直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に中間申告・納

付することができます。

消費税期限内納付
推進運動実施中！

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）

年 4回（確定申告 1回、中間申告 3回）

年 2回（確定申告 1回、中間申告 1回）

年 1回（確定申告 1回、中間申告不要）（※4）

申告・納付回数直前の課税期間の
確定消費税額（※2）

消費税は消費者からの預り金的な性格を有する税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
事業者は、消費税の確定申告が必要です（※1）。
期限を過ぎると延滞税がかかります。
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※2）に応じて
中間申告・納付が必要となります。

消費税には申告・納付期限（※3）があります。

申告・納付にはe-Taxが利用できます。

個人事業者の方は振替納税も利用できます。

●法人会　消費税期限内納付広告2019　B6/4C

「税を考える週間」講演会

バブルが程なくして弾
けた途端にアメリカの
FRB（中央銀行）が低
金利政策を打ち出して、
起こったのが「不動産
バブル」であり、それ
が一昨年まで続き、「サ
ブプライムローン問題」
となっていったのです。
アメリカ経済はいった
い何時になったら良く
なるのだろうか、これについてはまだまだ予測がつきま
せんが、アメリカ国民の住宅価格・不動産価格が右肩上
がりになって、株価が元に戻ってくれば、アメリカの個
人消費は自動的に戻ってくると思います。それがいつ頃
になるかと言いますと、来年の中頃には株価や住宅ロー
ンが戻り、個人消費は来年のクリスマス商戦の頃になり、
はっきり申し上げて一年後ですから、日本経済の厳しい
状況はあと一年間ぐらい続く予測してます。

景気回復政策と、景気回復予測
オバマ政権が行った 70 兆円の景気対策・経済対策で
とても面白い方針の一つに、「100 日以内に着工できれ
ば、その工事が必要か否かに関わり無くお金を出す」と
いうものです。おそらく後で考えれば「あんなものを造
らなければ良かったな」「あんなものはやめておけば良
かった」というものが続出するはずですが、お金を使っ
て、賃金を払う、原材料を買ってくる、労働者に賃金を
払う、こうしてお金が世の中に回ることを重視してお金
を出す。これが、アメリカの方法論です。私はこれが非
常にスピーディに効果が出て、底割れをしないで済んで
いるのであり、いざとなると動きが早いことがアメリカ
の最大の特徴だと思いました。補正の 15 兆円は、今使

い切らなければ意味がないわけで、景気のカンフル剤が
生かされず途中で息切れしてしまった事が、最近の株価
に出ていると思います。「川下政策」は良いのですが、
大きなマクロ政策が必要なのです。
GDPが成り立つ要素の支出（お金を使うこと）は、4

つの項目があります。「輸出（外国への支出）」「政府支
出（国内の支出）」「企業・法人の支出（設備投資）」、そ
して最後に「個人支出」です。今、輸出は落ち込み、企
業支出は減っています。個人消費も落ち込んでいます。
そこで「政府の支出」が下がってしまったら、GDPは
底なし沼に嵌り込むという事です。GDPがマイナスにな
る事は景気が悪いとすると、同じマイナスでも、より事
態が緩やかな方が良いという事が、政府支出の 15兆円
の持つ意味なのです。だからアメリカは 70兆円、中国
も 50 兆円、ドイツ、イタリア、フランス等、先進国は
政府支出をしました。これは世界各国共通の認識であり、
今年の 4月に一致団結して協調政策をとりましたが、日
本だけが 3兆円無駄遣いを減らしますとした事の外国政
府の見方は、「なんて事をしてくれたのだ」でありました。
いよいよ今週から臨時国会が始まり、そこで第二次補正
予算が作れるのか！、相当難しい事だと考えています。そし
て通常国会で来年度の予算編成に入るわけですが、株式
マーケットは「どうなるのか」と見ているだろうと思います。
3兆円浮かして、鬼の首でも取ったような気分でいる民主党
は、マクロ経済について分かっていないというのが、今日の
マーケットの反応であり、まだまだ二番底、あるいは民主党
不況という事が考えられる状況です。民主党が出してくる政
策あるいは予算内容を見ておいてください。それが、マーケッ
トがどう反応するのか、株価と一緒に見てください。こうやっ
て検証していくと、見誤る事なく今後の経済動向が把握でき
るのではないではないかと思います。

講演中の須田講師
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e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると
こんなメリットが！

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。 イータックス 検索法人会

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続がインターネットで行えます。

納税にはダイレクト納付が便利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

国税電子申告・納税システム

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 ※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

添付書類の
提出省略

還付が
スピーディー

電子申告で
効率UP!

●法人会　e-Tax広告2019　B6半/4C

 
－都税についてのお知らせ－

自動車税は、毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）に記載されている所有者（割賦販売の

場合は使用者）の方に課税されます。

自動車を譲渡したときは「移転登録」、廃車したときは「抹消登録」の手続きが必要です。お早

めに、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをお済ませください。

◆ 自動車を譲渡したとき：平成３１年３月２９日（金）までに「移転登録」をお済ませください。
★ 移転登録の手続きがお済みでないと、手放したはずの自動車に自動車税が課税され、トラブ

ルの原因となります。

◆ 廃車等で自動車を使わなくなったとき：速やかに「抹消登録」をお済ませください。
★ 抹消登録の手続きがお済みでないと、廃車したはずの自動車に自動車税が課税され、トラブ

ルの原因となります。

登録手続に関しては、以下のホームページをご覧ください。

〈国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」〉

【お問い合わせ先】東京都自動車税コールセンター

平日 ９時～１７時（土・日・休日・年末年始を除く）
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警察だより

地震に備えよう！
◆家具転対策（かぐてんたいさく）をしよう

「家具転対策」とは、「家具類の転倒・落下・移動防止対策」の略称です。地

震から大切な「命」を守るために、家具転対策を積極的に実施しましょう。

◆どうやって家具転対策をしたらいいの？

Ｌ型金具などを使用し、家具と壁をネジ留めする方法が、最も効果の高い

方法ですが、壁に穴を開けられない場合には、ネジ留めが不要な対策器具

（つっぱり棒や家具ストッパー等）を組み合わせて固定する方法もあります。

西新井消防署

消防署だより
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東京税理士会　西新井支部
税理士 ●  桑原 俊彦

配偶者控除と配偶者特別控除が変わりました！

東京税理士会

　平成 29 年までは、納税者本人の収入に関係なく、
配偶者の所得が一定額以下であれば配偶者控除を受け
ることができましたが、税制改正により、平成 30 年
以後は納税者本人の合計所得により、下記のとおり変
更されました。また今回の改正により配偶者特別控除
の範囲が変わりました。
①配偶者控除は本人の所得が 900 万円を超えると増税
になります。
　控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する納
税者の配偶者控除の額は、納税者本人合計所得金額が
900 万円を超えると徐々に控除額が減額され、1,000

万円を超えると控除額は 0 円となります。（下記の表
のとおり）
②配偶者特別控除は対象者の範囲が広がりました。
　対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123
万円以下とされ、その控除額は配偶者の合計所得金額
及び納税者本人の合計所得金額が増えるにしたがって
徐々に減額されます。
　なお、改正前の制度同様、合計所得金額が 1,000 万
円超の納税者本人については、配偶者特別控除は適用
できません。（下記の表のとおり）

56年から63年まで常任理事（第５組織委員長）、平成元年から６年
まで副会長（広報委員会、青年部会、婦人部会［現・女性部会］担
当）を務められ、平成７年に勇退されるまでの約20年間、当会の組
織基盤の充実化にご尽力され、昭和59年には西新井税務署長表彰
状を、平成15年には東京国税局長表彰を受彰されました。また平成
５年には主催法人が西新井優良申告法人として表敬を受けました。
　改めて、氏の生前の法人会へのご功績並びに各界へのご功績に
対しまして感謝申し上げますとともに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。

　石井嶺譽氏は、去る平成30年12月27日にご逝去されました。
　石井嶺譽氏は、昭和54年から55年まで常任理事（宗教部会長）、

〈訃報〉
一般社団法人西新井法人会
相談役・元副会長
石井 嶺譽氏　ご逝去　享年 84 歳

給与所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額） 【参考】

配偶者の収入が給与所得だけ
の場合の配偶者の給与等の収
入金額

900万円以下
（1,120万円以下）

900万円超950万円
以下（1,120万円超
1,170万円以下）

950万円超1,000万
円以下（1,170万円
超1,220万円以下）

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円

1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円超85万円以下 38万円 26万円 13万円 1,030,000円超1,500,000円以下

85万円超90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000円超1,550,000円以下
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超1,600,000円以下
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超1,667,999円以下
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超1,751,999円以下
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超1,831,999円以下
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超1,903,999円以下
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超1,971,999円以下
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

配偶者控除額及び配偶者特別控除額の早見表
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3 月 4 月

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

会員の皆様から
 募集中！！『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

大きな節目

　1 月は 1 年の始まり、3 月 4 月は別れと出会いの時な
どと言いますが、今年の 5 月には平成から次の元号へ
と変わる大きな節目を迎えます。毎月 1 日には何かし
らの目標を見つけますが大抵は長続きしません。新し
く始めることが一歩前進という感覚がありますが、偉
大な著名人達の言葉の中には「得たいものがあるなら
ば、今ある何かを手放せ」とあります。手放すことで
時間が生まれる。なるほど逆の発想ですね。たまにす
る断捨離も言わばそうですね。シンプルに暮らすこと
で心に余裕が生まれる気がします。これからの時期、
今いちど、自分を見つめ直す良い機会にしたいもので
す。

（古千谷・伊興支部　広報委員　小平 あけみ）

新元号に飛び立つ

　本誌は平成最後の「西新井法人会報」となります。
　昔より「別れの 3 月」「出会いの 4 月」は、さような
らに一抹の淋しさと、ときめきの新たな予感と感情面
でも生活面でも忙しく感じる日が多くあります。
　さらに 5 月からは新時代のスタートです。一市民と
して、大きく期待に胸膨らませております。
　大きな空を飛行する雄姿に安全を願い、またなぜか、
昇り始めた朝日に今日の 1 日に感謝の思いが湧き上が
るような新鮮な心もちでおります。
　こんな機会に災害も犯罪も人の心の歪みもリメイク
出来たら、どんなに素晴らしいことでしょう（ドラえ
もんだったら叶えてくれるかなー？）。
� （広報委員会　委員長　小川 節子）

法人会員の税務無料相談室
　法人会では、東京税理士会西新井支部にお願いして、会員のあらゆる税の
相談、記帳指導の相談室を開設いたしております。お気軽にご利用ください。
　毎週一回、予約制により、待ち時間のないよう実施しています。
あらかじめ電話で予約してください。

栗原３丁目 10 番 19 号　東武大師前サンライトマンション 103 号
東京税理士会西新井支部（西新井税務署隣り）

TEL（３８８９）４６０８〜９
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決算法人説明会
　法人税、消費税の決算時のチェックポイントを
東京税理士会西新井支部の税理士が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月　日 時　間 場　所
4月16日㈫ 14：00〜16：00 法人会館
6月18日㈫ 14：00〜16：00 法人会館

新設法人説明会
　法人設立時の税務手続、源泉徴収のしかた、

及び消費税等について、西新井税務署の担当者が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月　日 時　間 場　所
3月13日㈬ 14：00～16：00 法人会館
5月14日㈫ 14：00～16：00 法人会館

※上記日程については、急遽変更になる場合もありますので、ご了承ください。

御存知ですか？　こんな有意義な説明会が、行なわれています。

日付 内容 場所
  6日㈬ 女性部会幹事会 法人会館
  8日㈮ 源泉部会役員会 法人会館

10日㈰）〜11日㈪ 第41回一泊研修会･親睦会 福 島 県
14日㈭ サービス事業委員会 法人会館
18日㈪ 広報委員会 法人会館
22日㈮ 第175回定例理事会 法人会館

　

日付 内容 場所
  4日㈭ 研修・厚生合同委員会 法人会館

6日㈯〜7日㈰「千本桜まつり」参加 舎人公園
12日㈮ 源泉部会「第44回定時総会」 法人会館
15日㈪ 総務委員会 法人会館
16日㈫ 財務委員会 法人会館
18日㈭ 臨時理事会 法人会館
22日㈪ 女性部会第40回通常総会 法人会館
24日㈬ 青年部会第40回通常総会 法人会館

『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

編　集　後　記表 紙 の こ と ば Vol.253 






